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告 示

沖縄県告示第481号

家畜伝染病予防法（昭和26年法律第166号）第９条の規定により、家畜の伝染病の発生を予防するため、

次のとおり家畜の所有者に対し予防措置の実施を命ずる。

令和２年12月１日

沖縄県北部家畜保健衛生所長 稲 嶺 修

１ 実施の目的 県内における高病原性鳥インフルエンザの発生の予防

２ 実施する区域 北部家畜保健衛生所の所管区域の100羽以上飼養する家きん飼養農場その他家畜防疫員

が必要と認める家きん飼養施設

３ 実施の期日 令和２年12月４日から令和３年３月31日まで

４ 実施すべき措置 緊急消毒

５ 実施方法 北部家畜保健衛生所長が定める方法

沖縄県告示第482号

家畜伝染病予防法（昭和26年法律第166号）第９条の規定により、家畜の伝染病の発生を予防するため、

次のとおり家畜の所有者に対し予防措置の実施を命ずる。

令和２年12月１日

沖縄県中央家畜保健衛生所長 仲 村 圭 子

１ 実施の目的 県内における高病原性鳥インフルエンザの発生の予防

２ 実施する区域 中央家畜保健衛生所の所管区域の100羽以上飼養する家きん飼養農場その他家畜防疫員

が必要と認める家きん飼養施設

３ 実施の期日 令和２年12月４日から令和３年３月31日まで

４ 実施すべき措置 緊急消毒

５ 実施方法 中央家畜保健衛生所長が定める方法

沖縄県告示第483号

家畜伝染病予防法（昭和26年法律第166号）第９条の規定により、家畜の伝染病の発生を予防するため、

次のとおり家畜の所有者に対し予防措置の実施を命ずる。

令和２年12月１日

沖縄県宮古家畜保健衛生所長 砂 川 尚 哉

（令和２年12月１日 火曜日 （号外第51号）



１ 実施の目的 県内における高病原性鳥インフルエンザの発生の予防

２ 実施する区域 宮古家畜保健衛生所の所管区域の100羽以上飼養する家きん飼養農場その他家畜防疫員

が必要と認める家きん飼養施設

３ 実施の期日 令和２年12月４日から令和３年３月31日まで

４ 実施すべき措置 緊急消毒

５ 実施方法 宮古家畜保健衛生所長が定める方法

沖縄県告示第484号

家畜伝染病予防法（昭和26年法律第166号）第９条の規定により、家畜の伝染病の発生を予防するため、

次のとおり家畜の所有者に対し予防措置の実施を命ずる。

令和２年12月１日

沖縄県八重山家畜保健衛生所長 安 富 祖 誠

１ 実施の目的 県内における高病原性鳥インフルエンザの発生の予防

２ 実施する区域 八重山家畜保健衛生所の所管区域の100羽以上飼養する家きん飼養農場その他家畜防疫

員が必要と認める家きん飼養施設

３ 実施の期日 令和２年12月４日から令和３年３月31日まで

４ 実施すべき措置 緊急消毒

５ 実施方法 八重山家畜保健衛生所長が定める方法

２
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